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　平成24年７月９日、北茨城市役所庁議室におい
て、北茨城市と茨城県行政書士会の「災害時にお
ける支援協力に関する協定」に係る調印式が行わ
れました。
　この「災害協定」は、北茨城市において地震、
風水害その他の災害が発生した場合、市の協力要
請に応じて本会が被災者支援相談窓口を開設し、
会員を派遣するなどの支援を行うというものです。
　同日の午前１１時に開始した調印式では、北茨城
市の豊田稔市長と本会の國井豊会長が協定書に署
名し、厳粛な雰囲気の内に式が終了いたしました。
　なお、この調印式には本会側から会長のほかに
古川正美副会長と四釜絹枝県北支部長、及び副支
部長である黒澤清と遠藤実が出席しております。
　北茨城市は、平成２３年３月１１日に発生した東日
本大震災地震の被害に加え、津波による被害も生
じ、さらには福島第一原子力発電所の事故による
風評被害を受けるなど、市全体が甚大なる被害を

受け、未だ復興・復旧の途上にあります。
　茨城県行政書士会県北支部では、社会貢献の一
環として平成２２年４月から北茨城市役所において
毎月１回、定例の「行政書士無料相談会」を実施
しているところですが、
　「非常時に際しても行政書士として協力できる
体制づくりが出来ないものか」と考え、本年４月、
北茨城市に当該協定締結の申し入れを行い、ご快
諾を頂いた次第です。
　７月９日の調印式に至るまでには様々な課題や
検討事項もありましたが、北茨城市の担当の方々
にも多大なるご理解とご協力を頂き、双方にて協
議を重ねながら無事に調印の日を迎えることがで
きました。
　「身近に行政書士がいる〝安心〟」という本会の
キャッチフレーズのとおり、私たち行政書士は
「身近な街の法律家」として今後とも皆様から信頼
される存在でありたいと切に願っております。

北茨城市との災害協定締結に際して
県北支部　　　　　　　 

支部長　四釜　絹枝 

（写真：北茨城市広報広聴係より提供）
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総務部長　鈴木　惠男 

 総務部

　平成24年度の定時総会は去る５月28日午後１時より、茨城県開発公社ビル３階大会議室にて開催されま
した。
　会員の皆様のお手元に届いております議案書に基づき、平成23年度の事業報告及び決算報告、そして平
成24年度の事業計画及び収支予算について審議され、原案通り承認・議決されました。

茨　審議事項
第１号議案　業務執行部の組織及び専門委員の

変更について
　総務部の組織変更及び新たに選任された専
門委員ついて、一部が修正され承認された。

第２号議案から５号議案までは実施の方向は理
事会で承認し、交通運輸部において実施要項
等の細部について再度検討することとし、後
日文書にて各理事あてに周知することを条件
に承認された。

第６号議案　会費の減免について
　病気療養中である会員の会費の減免が求め
られたため、原案通り、承認された。
　今後の課題として、本人が意思表示できな
いとき、及び長期に亘った時について、早急
に対応を考えることが求められた。

芋　報告事項
ア　平成２４年度行政書士試験場責任者に雨貝洋
子総務担当副会長を選任したことが報告され
た。

　イ　◎　会費自動引落の利用金融機関拡大につ
　　　　いて報告内容を次のとおり全面修正する
　　　　こととした。

＊ゆうちょ銀行からの「自動引落」に係
る手数料については、従来どおり本会
負担とする。

＊「口座振り込みに係る手数料について
は、本会負担からすべて会員負担と改
めるが金融機関についてはゆうちょ銀
行口座に加え、常陽銀行ほか地方銀行
口座へも振り込むことができるよう検
討する。

＊十分な周知期間を設けることとし、平
成25年度からの実施を目指す。

◎　ネットバンキングについては、報告通
り推進することとした。

 第２回理事会開催
日　時：平成２４年６月２９日（金）１４時から
場　所：茨城県開発公社ビル３Ｆ会議室
出席者：会長、副会長、相談役、理事、各支部長、監事、事務局長（出席者３４名）
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　  会費の納入方法について次のとおり改正しますので、お知らせします。

　  なお、実施時期につきましては平成25年度を目指しています。

  　ゆうちょ銀行からの『自動引落』につきましては、従来通り手数料は本会の

  負担とし、『口座振込』をされた際の振込手数料は、各自の負担となります。

 会費納入方法変更のお知らせ
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【行政茨城について】

・業者選定について
過去１年の印刷費が、見込額の1.5倍になった。
ぺージ数が多くなったことが主な原因であるが、
再度見積もり合わせを行い、適正な費用に抑え
る。
・体裁の改変について
ムダな空白等多く、メリハリがない。
紙面デザインを変更する。具体的なことは印刷
業者と打ち合わせる。
文字ポイントを落とし、ページによっては二段
組みを採用し、ページ数を削減する。
・新企画について
もっと会員からの寄稿または会員の動向を紹介
するページを増やす。
各支部通信員との連携により、各地域で活躍す
る事務所の紹介や、最近入会した会員の紹介な
どを設ける。
・行政茨城の速報化について
通知・通達文書の扱いについて検討した。速報
性についてはホームページへの掲載に勝るもの

はないが、ホームページとの連携も含め紙媒体
で効率よく速報する体制を検討する。

【広報月間等に向けた広報ツール】

・街頭で不特定多数に配布するポケットティッ
シュ類がよいか、特定の人（相談会に来た人な
ど）に配るためのグッズ類がよいか？

　不特定多数向けは各支部にそれなりの負担を強
いることや、効果に疑問が残ることもあり、ま
ずは特定の人向けにいくつか作成する。

・広報月間だけでなく、常設の相談会でも使用で
きるよう検討する。名前入りのクリヤファイル
や付せんセットなど。

・７月中に検討し、８月中に作成する。

【その他】

・ホームページの会員検索に対する会員からの意
見があった。現在検討中。

・会員向けホームページ内の掲示板がほとんど使
われていない。活性化させるよう検討する。

広報・監察部長　石井　　徹 

 広報・監察部会議の開催
日　時：平成２４年６月２７日（水）　午後１時３０分～午後３時４０分
場　所：茨城県行政書士会　事務局
出席者：小野村、石井、間中、黒田　（出席者数）４名
議　題：行政茨城、広報月間その他

国土農地部長　古市　人見 

 国土農地部会第２回会議
開催日時：平成24年６月25日（月）　午後３時から午後５時
開催場所：本会事務局
出　席　者：嶋田副会長、古市部長、古賀副部長、久保朋央部員

 広報・監察部

 国土農地部
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議　題

１．研修会開催について
　討議の結果平成24年度第１回国土農地部研
修会は以下の要領で開催することに決定した。
　　日時：平成24年８月29日（水）　
　　　　　午後１時30分から午後4時
　　場所：茨城県立健康プラザ　
　　　　　水戸市笠原町９９３－２
　　　　　電話：029-243-4171
　　内容：都市計画法第29条、第34条にかかる
　　　　　許可申請について他

２．仮称「農地法関係申請の手引き」の編纂につ

いて討議した。
　農地法関係の申請業務について、行政書士が
業務に精通し対外的にも独占業務であるという
ことを知らしめるために作成する。本文中に行
政書士代理欄を設けると共に茨城県の監修を受
け行政書士業務を確保維持していく。

３．討議後、茨城県庁関係部署を訪問し、農地法
関係申請の手引きの編纂にするにつき、茨城県
の監修を得たい旨を伝えた。検討の結果、一定
の条件のもとで了承を得ることができた。

４．月１回の予定で編纂作業の予定を立てた。

議　題

１．平成２４年度　活動方針について
　本会総会で建設部の事業計画、予算が承認さ
れたことを受け、本年度の活動方針について再
確認し、意思統一を図った。

２．職務分掌について
　事業計画を円滑に遂行する為、平成２４年度の
建設部職務分掌を決定。
　研修会（基礎編）担当、研修会（応用編）担
当、県庁・他の単位会との意見交換会担当に分
かれて職務を遂行する。

３．研修会日程について
　①研修会（基礎編）

　②研修会（応用編）
全３回開催予定。研修内容については、担当
者を中心に決定。年内に２回、年明けに１回
開催予定。

４．県西支部からの照会書について
　県西支部／安田支部長から提出された照会書
について対応を協議。
　茨城県庁／監理課から文書で回答を出してい
ただく方向で折衝を行った。

５．関係官公署窓口への挨拶回り
　会議終了後、茨城県庁／監理課へ挨拶回りを
行った。

建設部長　竹内　　崇 

 第２回建設部会議の開催
日　時：平成２４年６月２７日（水）　午後２時００分～午後５時００分
場　所：茨城県行政書士会　事務局
出席者：嶋田副会長、竹内部長、若杉副部長、海老原副部長、三橋専門委員、本城専門委員
　　　　（出席者数）　６名

開催時期研修内容

平成２４年８月上旬経営事項審査申請 

平成２４年１１月頃設業許可申請
（新規）

平成２５年２月頃宅建業免許申請
（更新）

 建設部
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 運輸交通部
運輸交通部長　大庭　孝志 
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 平成２４年度第１回運輸交通部会の開催
日　時：平成２４年５月２８日（月）　１２：００～１２：３０
場　所：茨城県行政書士会　事務局
出席者：飯塚富雄副会長、大庭孝志部長、関内聡副部長

事業の内容

１．本年度の事業計画について
　１）研修計画
　　①業務基礎研修

　許認可関係の基礎研修を関係省庁担当者
を招いて、２回開催する。

　　②実務者養成研修
　第２期貨物自動車運送事業実務者養成研
修を全17回のカリキュラムで実施する。
　貨物自動車運送事業について、基礎から
許可後の対応までトータルで学ぶための実
務者養成講座で、レベルの高い実務者を養
成することを目的とする。
　説明会は２回実施する。
　但し、今回は一括受講のみとせず、個別
受講も認める。
　　　　　　　

　２）車庫証明・自動車登録取扱者会議の実施
　車庫証明取扱者名簿、自動車登録取扱者名
簿、出張封印取扱者名簿について名簿登載規
定を作り、名簿の登載について整理する。

　３）対外関係者への対応
　　○官公庁

　運輸支局、県警交通規制課、県道路維持
課を訪問する。

　　○関係団体
　トラック協会、陸運振興センター、自販
連を訪問する。

４）ＯＳＳへの対応
　日行連から情報を収集し、ＯＳＳの対応者を
増やす。

　　　
５）その他会員の資質向上及び職域の拡大に資す
る事業
　会員の中で任意に行っている勉強会を支援す
る。

※　専門員として、田上氏（研修・車庫証明）、
菅原氏（ＯＳＳ）、大森氏（ＯＳＳ）に委嘱す
ることになった。
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　表題につき、廃棄物対策課より、口頭で下記の
とおり依頼がありましたのでお知らせします。

○茨城県産業廃棄物協会でおこなっている更新申

請の審査受付時に変更届出書をチェックしてい

る時間的余裕がないので、変更届出書は、あら

かじめ県庁廃棄物対策課に郵送ないし持参のう

え提出してほしい。更新申請時点では変更項目

のない内容で申請してほしい。

（依頼された背景）

・申請を受け付けしている日が毎週火曜日と木曜
日の週２日しかなく、１申請あたりの時間が３０
分と限られている。
・たとえば、運搬車両の変更が十台以上になるな
ど変更内容が多いと、更新申請書の　内容を審
査する時間的余裕がなくなってしまい、次の申
請者の予約時間に食い込んでしまうことがある。

（問題点）

・役員変更の場合、履歴事項全部証明書や住民票
の写し、登記されていないことの証明書を二重

に用意する必要がある。
・他都県では、変更届出書は更新申請時にも受け
付けており、むしろ、申請書の中に変更事項の
有無を問う書面を用意しているところもあり、
他都県との取扱いに大きな差異が生じる。

（法令上）

・施行規則第１０条の１０で、変更の日から１０日以内
に届出を提出するよう定められている。

（対応）

・上記のように問題点はありますが、茨城県の場
合、申請日や担当者が限られている事情もあり、
今後、取扱いについて県との折衝はおこなう予
定ですが、当面は皆様のご理解とご協力をお願
いします。

・また、法令上は「１０日以内に届出」ですので、
すみやかに提出しない場合、万一、申請者に廃
掃法上の違反行為があった場合、届出懈怠が不
利益処分の対象となってしまうこともあります
ので、皆様にはご承知いただくとともに、あわ
せて申請者のご指導もお願いいたします。

 環境部
環境部長　木村　　司 

 産業廃棄物収集運搬業、処分業許可の更新申請をおこなうにあたり、
 役員や運搬車両に変更がある場合の対応について
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 保健風営部
保健風営部長　田向　敏雄 

 第１回　保健風営部会開催
日　時：平成24年５月28日（月）　午後３時00分～４時00分　(定時総会終了後)
場　所：行政書士会事務局　
出席者：飯塚富雄　田向敏雄　後藤太一

議　題

　１　平成24年度事業計画について
　　①　先進地視察について　
　　②　研修会の開催について

　２　平成24年度予算について
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会議内容

　先進地視察研修については、東京都行政書士会
風俗営業部の年間事業、予算及び風俗営業許可申
請手引きの作成等について早めに視察研修し、事
業の推進の参考とする。
　研修会については昨年と同じように県警本部に
講師を依頼して風俗営業許可申請事務手続きの研
修会と保健関係の研修を県の担当職員に講師を依
頼して実施する。
　研修会の細部についてはこれから関係者と詰め
て決めていくことを確認した。

　平成24年度保健風営部予算については会議費、
研修会費、視察研修の旅費などの事業予算を計上
している、目的にそって予算執行していくことを
打ち合わせる。

その他　

　会議の日は訪問できなかったため、６月29日
（金）理事会終了後、後藤副部長と茨城県警察本部
生活安全課へ挨拶に行き、研修会等の事業への協
力依頼をしてきました。

事
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 国際部
国際部長　橋本　　哲 

 「新しい在留管理制度に関する実務研修会」報告　

　平成２４年６月１２日（火）午後１時より、東京都
千代田区のシェーンバッハ・サボーにおいて、日
本行政書士会連合会主催の「新しい在留管理制度
に関する実務研修会」が開催されました。
【次第】

13:00　受付開始
13:10　第１時限
　　　　「新しい在留管理制度について」
　　　　法務省入国管理局入国在留課
　　　　　審査指導官　後閑厚志

14:55　第２時限
　　　　「新しい在留管理制度のもとでの取扱い
　　　　等について」
　　　　東京入国管理局審査管理部門
　　　　　統括審査官　西山　良
16:25　第３時限
　　　　「外国人住民の住民基本台帳制度について」
　　　　総務省自治行政局外国人住民基本台帳室
　　　　　課長補佐　永田　雄樹
17:00　終了

 東京都行政書士会視察報告

　平成24年７月11日（水）保健風営部の事業推進、
風俗営業許可申請の手引書作成のため、東京都行
政書士会を飯塚副会長、田向部長、後藤副部長の
３名視察して参りました。
　東京都行政書士会の星野副会長、福田副会長、
林風俗営業部長、はじめ8名の会員の皆様に忙し
いなか、部の事業についての説明、その後の懇親
会と親切丁寧に対応していただきました。
　視察は、はじめに東京都行政書士会の風俗営業
部の概要の説明をいただき、次に各自の申請経験
に基づいた貴重な体験、注意事項などを伺い、質
問にも丁寧に答えて頂きました。
　また風俗営業許可 届出ハンドブックついては、

初版作成以来、制度の改正に合わせ改定を重ね、
現在７版目の改定作業を進めているところでした。
百聞は一見に如かず、これからの部の事業推進、
手引書作成、申請実務の推進のため、充実した研
修となりました。
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１　写真の提出について

　これまで申請人の顔写真貼付が不要であった
「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申
請」「在留資格取得許可申請」「永住許可申請」
などについても、申請人の顔写真添付が必要と
なりました。

２　資格外活動許可について

　これまでは個別の申請により付与していた
「資格外活動許可」は、申請人が本邦に入国する
際に申請人の申告により付与されるようになり
ました。

３　再入国許可申請について

　本邦を出国し１年以内に再入国する際は「み
なし再入国」となり、「再入国許可」を得る必
要がなくなりました。但し、
①　「みなし再入国」の適用を受ける場合には、
申請人自身が在留カードの交付を受けていな
いと認められませんのでご注意ください。
②　永住許可保有者で国内法により有罪判決を
受けている申請人は「みなし再入国許可」が
適用されません。これまで同様「再入国許可」
を受けてから出国してください。
③　法５条に該当する旨の記載が旅券に記され
ている申請人は「みなし再入国」が適用され
ます。
　本邦から1年以上の出国が見込まれる申請人
については、これまでのように「再入国許可」
を得る必要があります。

４　就労資格証明書交付申請について

　証紙代が680円から900円に値上がりしまし
た。

５　証印転記について

　これまでは、申請人が有効な在留資格を保有
していることを明示する方法として、申請人の
所有する旅券に「証印」のシールが貼付されて
おりました。申請人が旅券を更新した際には、
古い旅券の証印を新しい旅券へ貼り直す「証印
転記」という行政サービスを行なってまいりま
したが、改正入管法施行に伴い証印シールの貼
付自体が廃止されたため、当然「証印転記」の
行政サービスも行なわなくなりました。
※　証印は在留期間３ヶ月(90日)以内の短期滞

在者及び在留資格「特定活動」の保有者のみ
が貼付される取扱いとされています。(在留
カードの交付を受けないため)

６　在留カードに関する届出（法務省入国管理局

ホームページから引用)

　平成２４年７月９日以降の在留カード等に関す
る手続案内について

・在留カード交付申請（在留カードとみなされる
外国人登録証明書からの切替え）

・在留カード交付申請（施行時に外国人登録証明
書を所持していない者からの申請）

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新申請
・紛失等による在留カードの再交付申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・活動機関に関する届出（教授，投資・経営，法
律・会計業務，医療，教育，企業内転勤，技能
実習，留学，研修）

・契約機関に関する届出（研究，技術，人文知識・
国際業務，興行，技能）

・配偶者に関する届出
・中長期在留者の受入れに関する届出
・留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ
状況に関する届出

・在留カード漢字氏名表記申出
・在留カードの返納について
・新規上陸後の住居地の届出
・在留資格変更等に伴う住居地の届出
・住居地の変更届出（中長期在留者）
・居住地が住居地に該当しないものからの住居地
の届出（中長期在留者）

・外国人登録を行っていないものからの住居地の
届出（中長期在留者）

・特別永住者証明書交付申請（特別永住者証明書
とみなされる外国人登録証明書からの切替え）

・特別永住者証明書交付申請（施行時に外国人登
録証明書を所持していない者からの申請）

・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変
更届出

・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
・住居地を定めた場合の住居地届出（特別永住者）

事
　
業

国
際
部



行政茨城  2012.7  No.20354

事
　
業

国
際
部
／
市
民
法
務
部
／
暴
力
団
等
排
除
総
合
対
策
委
員
会

 市民法務部
市民法務部長　安　　圭一 

 平成２４年度　第１回市民法務部会議の開催
日　時：平成２４年６月２６日（火）　１５：００～１７：００
場　所：茨城県行政書士会　事務局
出席者：副会長 古川正美、部長 安圭一、副部長 菅原啓充、黒田真一、山崎新一郎

・住居地の変更届出（特別永住者）
・居住地が住居地に該当しないものからの住居地
の届出（特別永住者）

・外国人登録を行っていないものからの住居地の
届出（特別永住者）

事業計画について 

①ADRについて
・機関認証を取得した埼玉会の状況を、安より説
明した。
　埼玉会取扱紛争分野　①離婚（未成年の子がな
い場合に限る）　②相続（限定なし） ③交通事
故（自転車に限らず、自賠責の対象外車両も含
む）、④敷金返還（東京会と同じ）

　①～③は弁護士との共同調停、④行政書士２名
の共同調停。
　調停方法として、評価型を基本にしつつ、自主
交渉援助型を取り入れる。
　行政書士会館の１室をADR専用の調停室とし
て用意した。
　手続実施者の能力担保については、最後まで厳
しく審査された。
・８月１日に埼玉で認証取得記念パーティーを開
催予定。
・平成２４年７月２０日（金）に、市民法務部から埼

玉会へ視察訪問の予定。

②相談センターの運営について
・ADR機関認証の可能性を踏まえ、相談センター
の運営方法について再度検討した。

・相談員の応募者に対する説明会を、平成24年７
月13日（金）に事務局にて開催予定。

③研修会について
　１．相続及び離婚　２．交通事故　３．会社法
関係　４．内容証明及び契約書の作成　をテーマ
にした研修会を開催する予定。

④成年後見について
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ターの入会者を対象に、支部設立のための準備会
を、平成24年７月18日（水）に開発公社ビルにて
開催予定。

 暴力団等排除総合対策委員会
暴力団等排除総合対策委員長　飯塚　富雄 

 第２回 暴力団等排除総合対策委員会開催
日　時：平成24年6月22日（金）AM９:30～
場　所：茨城県行政書士会 事務局
出席者：飯塚富雄　木村司　田向敏雄



55行政茨城  2012.7  No.203

　６月29日１時30分より「つくば国際ホール」で
茨城県、（公財）茨城県暴力追放推進センター、茨
城県警察本部、関東弁護士会連合会、茨城県弁護
士会の主催、全国暴力追放運動推進センター、つ
くば市の後援で、平成24年度暴力追放茨城県民大
会が開催され全国大会ということで何時もの倍近
い1,200名の参加者のもと盛会かつ意義ある大会
となりました。当日は理事会と重なったため役員
は出席できませんでしたが、協力いただきました

会員16名に参加していただきました。
　大会は主催者あいさつ、来賓あいさつ、暴追功
労者の表彰の後アトラクションとして茨城県警察
音楽隊による不当要求行為の手口とその対応につ
いての寸劇によりわかりやすく解説していただき
ました。最後に大会宣言を採択して大会を閉じま
した。
　忙しい中、参加いただきました会員の皆様あり
がとうございました。

 平成24年度 暴力追放茨城県民大会参加報告
開催日時：平成24年6月29日（金）午後1時30分から午後5時00分
開催場所：つくば国際会議場　大ホール
出　席　者：会員16名
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議　題

　茨　暴対委員会組織、事業の検討について
　芋　暴力追放県民大会について
　鰯　その他

会議内容

　暴対委員会組織、事業の検討については、昨年
度 視察研修してきた、北海道行政書士会の暴対組
織，事業を参考に各委員が作成した、暴対組織、
事業の改正案を比較検討した。　 　
　細部については各委員より提出された改正案を

もちかえり、時間をかけて慎重に内容を精査し、
本年度中に茨城県行政書士会暴力団対策委員会を
見直し、組織、事業の充実強化をはかっていくこ
ととする。
　暴力追放県民大会については、幹事会、理事会
と重なってしまい、役員が出席できないので、会
員に依頼し16名の参加者名簿を提出した旨の説
明がなされた。
　その後、茨城県警察本部組織犯罪対策課と旧県
庁舎内の茨城県暴力追放推進センターを訪問、こ
れからの事業推進の協力依頼をしてきました。
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〇行政書士会県南支部の新年度の活動

　総会終了後の平成２４年５月２６日に行われた理事
会で、事前に業務部会で協議された今年度の業務
研修会の内容が承認されました。今年度の業務研
修は随時案内が会員の皆様に送られる予定ですが、
第一回目の研修内容は、「契約書作成の基礎知識
及び実務について」になっています。
　行政書士試験では、民法が出題範囲になってい
ますが、民法典をどんなに勉強しても、各契約書
の作成については言及されていません。そして、
詳しくなろうと思っても、巷で販売されている書
式集だけではどうしても実務的には心許ないもの
です。逆に、各許認可の手続きについてはイン
ターネットや行政窓口で確認することができます
が、契約書作成の実務となると民事的要素が強く、
どこかの窓口で教えてもらえるものでもありませ
ん。そんな状況を考えてか、今回の業務研修会で
は契約書作成の実務を現役の弁護士の講師を招い
て講義して頂けるということなので、私の知る新
人行政書士の間でも今度の研修内容には興味が高

いらしく、是非参加したいと言われました。今後
も有意義な研修内容を考案し続けてもらいたいと
思います。

〇常設無料相談会の相談員募集について

　
　茨城県行政書士会県南支部では、数年前まで毎
年１０月の広報月間にのみ行っていた無料相談会を
毎月行うという常設無料相談会を実施しています。
現在、牛久市、土浦市、守谷市などで実施されて
いますが、県南支部ではこの無料相談会の相談員
を随時募集していますので、興味がある方は是非
県南支部の理事までご連絡下さい。相談なんてま
だ早いと思ってしまう新人の方にとっても、先輩
行政書士の相談手法を間近で見ることで意義のあ
る経験となると思いますので、是非検討してみて
下さい。

（通信員　竹内　良太）

375名

県　南　支　部
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平成２４年度　定時総会及び茨城政連水戸支部定期大会の開催

日　時：平成２４年５月１８日（金）　１７：００～
会　場：フェリヴェールサンシャイン

　本会の顧問でいらっしゃる高橋靖水戸市長がお
越しくださいました。有り難うございました。

　同じく顧問でいらっしゃる田所嘉徳県議からも
ご挨拶を戴きました。有り難うございます。

　國井会長のご挨拶。いつもながら、力強いお話
を有り難うございます。

　木村支部長の挨拶。就任して１年、いつも支部
を前向きに引っ張ってくださいます。

259名

水　戸　支　部
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行政書士相談会・遺言書作成セミナー

日　　時：平成２４年５月２５日（金）・２６日（土）・２７日（日）
相　談　会：１０：００～１９：００
セミナー：１５：００～
場　　所：イオンモール内原

　相談会の様子は、茨城放送のスクー
ピーレポートで放送されました！！レ
ポーターさんたちとにっこり♪♪

　応援に駆けつけてくれたハッスル黄門
様！いつもながら大人気です！！

　ちなみに、中はちょっと窮屈です……。

遺言書作成セミナーも好評でした♪♪

支
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支部総務部会開催

日　　時：平成２４年６月２１日（木）　１５：００～１７：００
場　　所：内原中央公民館

　夏の黄門祭りへの参加及び秋の上海研
修旅行について話し合いました。話が具
体的かつ現実的になってきて、とても楽
しみです♪♪♪
　他支部の方々のご参加・ご協力も大大
大歓迎ですので、皆さまお誘いあわせの
上、是非とも前向きにご検討くださ
い！！！

　「精神障害、引きこもり成人と行政、行政書士」というテーマで、浅井心理相談室の浅井和幸先生にお話
を賜りました。普段、関心は持ちつつもなかなか触れることのないテーマで、大変貴重な機会になりまし
た♪♪

（通信員　梶山　伸治）

業務研修会開催

日　　時：平成２４年６月２８日（木）　１３：００～１７：００
場　　所：茨城県健康プラザ３Ｆ　会議室１・２
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●Ⅰ～Ⅳの諸問題を茨城県行政書士会　副会長に

要請

Ⅰ．顔を合わせることのない会議を、常時行うこ
と
Ⅱ．旅費規程の運用問題と、会議等の開催場所
Ⅲ．機関誌「行政茨城」の速報化と、内容の充実
Ⅳ．当支部推薦の山崎新一郎本会理事の進退

　なお、その結果Ⅱについては、遅れで問題が生
じている県通達など本会宛の通知を、支部に送付
することとなった。
　Ⅳについては、当支部より山崎新一郎本会理事
に辞職を勧告し、本人も了承した。

●問題のある県通知について、本会に照会・要請

　建設業許可申請で県収入証紙の消印を、許可申
請区分にかかわらず『受理したときに行う』こと
に変更して、許可申請の取下げを行った場合にも
証紙を返還しないとの県よりの通知があった問題
で、本会に照会・要請を行った。
　その結果、本会は県に回答を要請し、県は本会
に回答を約した。

●支部定時総会開催

日　時：平成２４年５月１２日（土曜日）
　　　　１０：００～１２：００
場　所：筑西市　アルテリオ　２Ｆ　会議室
参加者：４６名

事業の内容

１．開会（支部長あいさつ）
２．新入会員紹介
３．議事
　茨　議長就任（支部規則第１４条）
　芋　議事録署名人選任（２名）

　鰯　第１号議案　平成２３年度　事業報告（案）
　　　　　　　　　同　　　　　会計決算報告（案）
　　　　　　　　　同　　　　　監査報告
　允　第２号議案　平成２４年度　事業計画（案）
　　　　　　　　　同　　　　　会計予算（案）
　印　第３号議案　支部監事補充選任
　　　　　　　　　本会総会議事運営委員選任
　　　　　　　　　本会総会代議員補充選任
４．閉会

「支部長あいさつ」

「左から保坂直樹、染谷房行、福原一、　　　

　海老原光和、永井尚子、原孝道 各新入会員」

250名

県　西　支　部
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日　時：平成２４年５月１２日（土曜日）
　　　　１２：１０～
場　所：食彩酒家 やまき（筑西市）
参加者：３１名
事　業：懇親会開催

事業の内容

　終始なごやかな雰囲気で行なわれました。

「乾杯 汐」

「飯塚富雄 本会副会長」

「押坂利夫 会員」

支
部
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「関和吉 支部監事」

「青木博 会員」

「小嶋信行 新入会員」
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●支部月刊誌「県西の風」（毎月１日発行）

　送付先：購読支部会員・支部紹介弁護士・パソ
　　　　　コンサポーター他

事業の内容

＊５月１日発行　　第１３２号（Ａ４判　８０頁）

【支　部　事　業】　産廃添付書類問題
　　　　　　　　　社労電子申請問題
【統　　　　　計】　県許認可手数料収入額調査
【業　務　手　引】　産業廃棄物収集運搬業　連休
　　　　　　　　　（様式・添付書面変更問題未解
　　　　　　　　　決のため）
　　　　　　　　　実務実例１２　相続対策　４
　　　　　　　　　様式改正
【参　考　資　料】　森林法改正実務
　　　　　　　　　実務相談　社労関係
　　　　　　　　　商標登録
【ス　ク　ラ　ッ　プ】　業務関連ニュース・解説
【県内市町村案内】　（３２）　鹿嶋市
【県　内　会　員　数】【支部会員の動静】
【研　　　　　究】　行政法
　　　　　　　　　民法
　　　　　　　　　商法
　　　　　　　　　公正証書⑫
【隣　接　士　会】　公認会計士問題

＊６月１日発行　　第１３３号（Ａ４判　８０頁）

【支　部　事　業】　満載の事業　支部総会
【参　考　資　料】　労働者派遣法改正概要
　　　　　　　　　実務相談　社労関係
　　　　　　　　　森林法改正実務　③
　　　　　　　　　賃金分析
　　　　　　　　　遺産分割調停・審判
【ス　ク　ラ　ッ　プ】　業務関連ニュース・解説
【業　務　手　引】　産業廃棄物収集運搬業　連休
　　　　　　　　　（様式・添付書面変更問題未解
　　　　　　　　　決のため）
　　　　　　　　　実務実例１２　相続対策　終
　　　　　　　　　外国人にも住民票
【県内市町村案内】　（３４）　鹿嶋市
【支部会員の動静】
【隣　接　士　会】　弁護士
　　　　　　　　　中小企業診断士
【研　　　　　究】　行政法
　　　　　　　　　民法

　　　　　　　　　商法
　　　　　　　　　公正証書　⑭
　　　　　　　　　交通事故

●「会議　ＦＡＸ　通信」随時発信

　送信先：支部役員（元も含む）・代議員・本会
　　　　　顧問

事業の内容

＊５月３日（木）発信　No.２１９

　・電子申請の定款認証で悪戦苦闘中（常総市・
　　戸塚操会員）
　　－別紙－「電子定款作成代理業務とオンライ
　　ン電子公証嘱託手続き」
　・支部総会に対する返信状況

＊５月８日（火）発信　No.２２０

　・電子申請の定款認証で悪戦苦闘中
　　⇒解決【結城市の押坂利夫会員が常総市の戸
　　　　　　塚操会員と連絡して無事解決】
　・農振除外申請の副本の部数が多いが？（坂東
　　市・倉持はるい会員）
　・研修体制の見直しを（桜川市・深谷孝会員）

＊５月９日（水）発信　No.２２１

　・税務署の納税証明書発行についての支部長の
　　見解
　　－別紙－税務署の納税証明書発行に疑義（桜
　　川市・下條威之会員）
　・支部総会に対する返信状況

＊５月９日（水）発信　No.２２２

　・行政書士市議会議員にお願い

＊５月１０日（木）発信　No.２２３

　・納税証明書の件（桜川市・下條威之会員）
　・除外申請の件（筑西市・水柿勝彦会員）

＊５月１１日（金）発信　No.２２４

　・行政書士との兼業は認めない？（古河市・青
　　木博会員）
　・支部総会に対する返信状況
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＊５月１７日（木）発信　No.２２５

　・支部総会の概要
　・実践会員名簿の訂正

＊５月３１日（木）発信　No.２２６

　・市町村にも申し入れをする必要が－納税証明
　　書の発行の件－
　・社労関係業務の電子申請について－本会、日
　　行連に意見書提出－

＊６月１０日（日）発信　No.２２７

　・本会の旅費規程の運用は、これでよいのか？
　・境町・瀧口絹子会員は、所在不明でした
　　－別紙－会費の納入について（指示）
　・「行政茨城」の広報は、これでよいのか

＊６月１８日（月）発信　No.２２８

　・日行連総会に質問書提出
　　－別紙－当面の諸問題について（要請）

＊６月２２日（金）発信　No.２２９

　・事務局長から、行政機関より通知の都度、支
　　部長に送信
　・問題のある県通知

＊６月２５日（月）発信　No.２３０

　・問題のある県通知で、本会に要請
　　－別紙－許可申請手数料の不返還について
　　（照会）
　・支部見学旅行・第１次案

（通信員　倉持　良信）

110名

県　北　支　部

◎平成２４年度　定時総会・定期大会　開催

　日　　時：平成２４年５月１２日(土)　午後３時～
　場　　所：多賀ステーションホテル　１階和室
　出　席　者：１８名
　議　　案　　
　　○茨城県行政書士会県北支部定時総会
　　　第１号議案　平成２３年度事業報告及び収支
　　　　　　　　　決算報告について
　　　第２号議案　平成２４年度事業計画及び収支
　　　　　　　　　予算の承認について
　　　第３号議案　茨城県行政書士会代議員の追
　　　　　　　　　加選任について

　　○茨城県行政書士政治連盟県北支部定期大会
　　　第１号議案　平成２３年度運動報告について
　　　第２号議案　平成２４年度運動方針について
　　　第３号議案　茨城県行政書士政治連盟代議
　　　　　　　　　員の追加選任について
　　　　
　支部長挨拶と議長就任、総会成立の宣言に続
いて議事録署名人及び書記の指名が成された後、
各議題について慎重な審議が行われ、全議案原
案どおり可決されました。総会・大会終了後に
は和やかに懇親会が行われました。
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◎平成２４年度　第１回研修会　開催

　日　　時：平成２４年６月１６日(土)　
　　　　　　午後１時３０分～午後４時３０分
　場　　所：常陸太田市生涯学習センター
　出　席　者：２０名
　研修内容
　　第１部　「行政書士無料相談会の現在とこれ
　　　　　　から」
　　　　　　講師　県北支部長　四釜　絹枝　氏
　　
　　第２部　「行政書士業務報酬について語る」
　　　　　趣旨説明及び司会　　黒澤　　清　氏
　　　　　発表者　　　　　　　古市　人見　氏
　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　　実　氏
　　　　　　　　　　　　　　　古川　正美　氏
　　　　　　　　　
　県北支部が実施しております、市役所等にお
ける毎月の行政書士無料相談会が好評を博して
いるところですが、今回の研修テーマの一つは、

その無料相談会についてです。
　年度の初めに当たり、相談員として参加され
る方にこれまでの経験に加え、なお一層の研鑽
を積んでもらおうとの趣旨で行われました。
　四釜支部長より、相談会の意義や相談員とし
ての心構え・相談者の話を聞くコツや今後の展
望について等を、要領良くご講義していただき
ました。
　もう一つのテーマは、重要でありながらも取
り組みにくい課題の「行政書士の報酬」につい
てです。発表者の方々から、適切な報酬とは何
かについて、実例を踏まえながらわかりやすく
解説していただきました。
　今回の研修は、現在そして将来に影響ある課
題に切り込んでいこうという意図で企画された
ものです。

　　　　　　　　　
(通信員　髙木みはる)

80名

鹿　行　支　部
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◎鹿行支部の理事会を開催いたしました

　日　　時：平成24年６月１３日（金）
　　　　　　1６：00～17：00　
　場　　所：鹿嶋勤労文化会館
　出　席　者：鈴木、園部、島田、箕輪、大庭、
　　　　　　吉川、田向、関、関口、小島、宮本、
　　　　　　佐藤

　６月13日（金）に、鹿行支部の理事会を開催い
たしました。会長あいさつに始まり、その後、島
田副会長から、本会での動静についての報告があ
りました。主な内容としては農地転用等の許認可
に関する行政官庁の法令順守について。また会費
の内訳の説明がなされました。
　また、大庭理事からは運輸関係の事案の報告、
田向理事から、風営法関連の事案の報告がありま
した。
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　また以下のことについて決定されました。
＜議事＞
１．研修会について
　会員から電子申請についての意見が出されま
した。最終的な決定は執行部一任となりました。
２．無料相談会について
　10月13日（土）を予定とします。会場は、

鹿嶋と潮来の２会場で実施いたします。
３．忘年会について
　　12月７日（金）か11月30日（金）
４．その他

（通信員　佐藤信成）
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１　開催日時　　平成２４年６月２９日（金）
　　　　　　　　１３時３５分から
２　開催場所　　茨城県開発公社ビル　３階
　　　　　　　　中会議室３
３　出席者名
　　［正副会長、正副幹事長、常任幹事、幹事］
　　３２人
　　会長兼幹事長：國井　　豊
　　副　会　長：嶋田　広一、雨貝　洋子、
　　　　　　　　飯塚　富雄
　　副　幹　事　長：佐藤　信成　
　　常　任　幹　事：小野村正德、阿部　克已、
　　　　　　　　古川　正美　
　　幹　　　事：松田　秀幸、石井　　徹、
　　　　　　　　鈴木　惠男、後藤　太一、
　　　　　　　　竹内　　崇、古賀　康夫、
　　　　　　　　海老原芳晴、木村　　司、
　　　　　　　　橋本　　哲、安　　圭一、
　　　　　　　　関内　　聡、黒田　真一、
　　　　　　　　宮崎　利章、小島　信一、
　　　　　　　　増戸　美幸、間中　　宏、
　　　　　　　　菅原　啓充、古市　人見、
　　　　　　　　大庭　孝志、田向　敏雄、
　　　　　　　　茅場　俊彦、安田　康一、
　　　　　　　　四釜　絹枝、鈴木　康弘
　　＜欠席＞３人　川澄多喜男、若杉　國康、
　　　　　　　　　山崎新一郎　各幹事
　　［オブザーバー］４人
　　　　　新井　　毅　相談役
　　　　　岸本　　豊、須藤　利信　各会計監事
　　　　　関根　秀隆　事務局長

４　会議の内容
　茨　審議事項
　　　第１号議案　常総市長選挙における候補者
　　　　　　　　　の推薦について
　　　　　審議の結果、原案どおり長谷川典子候
　　　　補の推薦を決定しました。　
　芋　報告事項
　　①　大洗町長選挙における候補者の推薦につ
　　　いて　
　　　　國井　豊候補の推薦が報告されました。
　　②　今後の活動方針　　　　
　　　　今後の活動方針について、國井　豊会長
　　　から報告がありました。
　　③　会費納入率について　　

　今後、新入会員に対しては、役員が事業
内容等について説明を行った後に入会の意
志を確認するなど、加入率の向上を検討す
ることとしました。

５　閉　会

 茨城県行政書士政治連盟　平成２４年度第２回幹事会

政 治 連 盟 ニ ュ ー ス
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 大洗町長選挙候補者推薦決定!!

○　大洗町長選挙の推薦
　　

　　告示日：９月４日、投票日：９月９日

　　前大洗町議会議員　茨城県行政書士会会長

　　大洗町長選挙初挑戦

　　国井　豊（くにい　ゆたか）　候補

　平成２４年６月１５日（金）開催した第３回茨政連常任幹事会において、大洗町長選挙における候補者の推
薦を決定しました。
　仲間の公職への進出は、会の名誉であり、大きな力となります。
　皆様の力強いご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

  　茨政連会費につきましては、本会会費と同様に、平成25年度から納入方法の変

更を予定しております。

　詳細につきましては、９月号の会報でお知らせ致します。

 茨政連会費納入方法変更のお知らせ
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①自治体の一職員として39年４ヶ月住民とふれあい対応してき
たことを、直接行動し依頼者の足となり様々な体験をし、今後
の新たな活動に繋げる為。
②地域の住民の方がさり気なく立ち寄って話などが気さくにでき
る事務所
③土地問題に関連すること　相続関連に関すること　外国人関連
に関すること（就労・帰化など）　風俗手続きなど　権利義務
（賃貸借等）　依頼者が求める相談業務（生活関連）
④（趣味）車を運転すること。田畑を耕作し時給自作を目指すこと。
　（特技）何事に関しても一生懸命こまめに動き行動すること。

【生　年　月　日】　昭和28年9月23日
【支　　　部】　鹿行支部
【入会年月日】　平成24年5月1日
【電　　　話】　0299-77-9958
【メールアドレス】　sts23@kmf.biglobe.ne.jp
【事務所所在地】　〒311-2207
　　　　　　　鹿嶋市志崎210番地33

 瀬 　 戸 　 安 　 市 
せ と やす し

①人の役に立ち、自分自身も成長できる仕事だと思った為
②信頼される事務所  
③会社設立・農地転用  
④サッカー、映画鑑賞  

【生　年　月　日】　昭和54年5月7日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年5月1日
【電　　　話】　0280-76-8780
【メールアドレス】　gyouseioffice.aoya@nifty.com
【事務所所在地】　〒306-0125
　　　　　　　古河市仁連888番地3

 青 　 谷 　 英 　 樹  
あお や ひで き

①自分の力でできる仕事だからです。 
②頼りがいのある、又信頼に答えられる行政書士になりたいと思
います。 
③相続・遺言関係  
④テニス・読書  

【生　年　月　日】　昭和33年4月13日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年5月1日
【電　　　話】　0296-22-3613
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒308-0052
　　　　　　　筑西市菅谷1018番地1

 永 　 井 　 尚 　 子 
なが い ひさ こ

① 
② 
③  
④

【生　年　月　日】　昭和23年8月24日
【支　　　部】　水戸支部
【入会年月日】　平成24年5月1日
【電　　　話】　029-262-3228
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒311-1243
　　　　　　　ひたちなか市北神敷台17番地15

 直 　 井 　 啓 　 次  
なお い けい じ

①行政に関する仕事が好きだから  
②気楽に、開放的にどんな事でも相談にきやすいような事務所
③相続相談　農地法の相談  
④旅行  

【生　年　月　日】　昭和30年1月1日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年5月15日
【電　　　話】　０297-23-2480
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒303-0018
　　　　　　　常総市十花町257番地

 岡 　 田 　 京 　 子 
おか だ きょう こ

①取り扱い業務の幅の広さに魅力を感じたため 
②依頼人一人一人に満足してもらい、誰からも信頼されるような
事務所  
③許認可及び入管業務  
④絵画鑑賞

【生　年　月　日】　昭和50年10月30日
【支　　　部】　県南支部
【入会年月日】　平成24年5月15日
【電　　　話】　080-5073-5514
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒300-2645
　　　　　　　つくば市上郷字浅見6867番地8

 中 　 山 　 武 　 大 
なか やま たけ ひろ

①行政書士になった動機はなんですか？ 

②どのような行政書士事務所を目ざしていますか？ 

③開業したらどんな業務を中心にやっていきますか？

④趣味・特技はなんですか？   

会
　
員
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①法律的知識を生かし身近な「街の法律家」として社会に役立ち
たいと思ったから。  

②地域の人が気軽に立ち寄れるコミュニティのような事務所
③企業法務、国際業務、相続  
④趣味－ハンドメイド全般
　特技－何にでもチャレンジすること  

【生　年　月　日】　昭和46年1月23日
【支　　　部】　水戸支部
【入会年月日】　平成24年6月1日
【電　　　話】　029-244-3093
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒310-0912
　　　　　　　水戸市見川4丁目489番地の19

 崔 　 理  愛 （河本りえ）
さい り え

①自分の今までの経験を生かし、少しでも社会のために役立つこ
とができたら、と思い  
②信用・信頼をモットーに、誰からも愛される事務所
③相談・建設業関係、各種許認可関係  
④温泉めぐり、読書
　特技は、特になし。 

【生　年　月　日】　昭和27年1月5日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年6月1日
【電　　　話】　0280-84-0790
【メールアドレス】

【事務所所在地】　〒306-0302
　　　　　　　猿島郡五霞町大字山王327番地

 鳩 　 貝 　　　 清 
はと がい きよし

①個人で仕事をしてみたかった。  
②懇切丁寧を旨とした行政書士を目指したい。 
③相続・遺言関係  
④特になし  
  

【生　年　月　日】　昭和27年1月14日
【支　　　部】　県北支部
【入会年月日】　平成24年6月1日
【電　　　話】　0293-43-0594
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒319-1559
　　　　　　　北茨城市中郷町上桜井2447番地

 北 　 神 　 靖 　 雄 
きた かみ やす お

①仕事に幅を持たせるため。  
②敷居の低いまちの身近な相談所。  
③相続関係、内容証明。  
④読書・映画・釣り  

【生　年　月　日】　昭和50年8月15日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年6月15日
【電　　　話】　0297-35-0258
【メールアドレス】　morishima@morishima-office.com
【事務所所在地】　〒306-0632
　　　　　　　坂東市辺田1469番地2

 森 　 島 　 和 　 彦 
もり しま かず ひこ

①地方公務員としての行政経験を生かしてみたかった。
②親切、誠実を目指したい。  
③相続、農地法、自動車関係  
④旅行・植木  

【生　年　月　日】　昭和26年5月25日
【支　　　部】　県西支部
【入会年月日】　平成24年6月15日
【電　　　話】　0297-42-5117
【メールアドレス】　
【事務所所在地】　〒300-2704
　　　　　　　常総市舘方78番地

 倉 　 持 　　　 節 　
くら もち たかし

①法律事務所に勤務していたこともあり、法律家として独立し、
社会貢献したいと思ったから  
②依頼者の心に残る事務所  
③入管業務、外国人サポート、交通事故 
④ゴルフ、サッカー、ポルトガル語

【生　年　月　日】　昭和54年9月12日
【支　　　部】　県南支部
【入会年月日】　平成24年6月15日
【電　　　話】　029-858-1780
【メールアドレス】　officeinaba7@ybb.ne.jp
【事務所所在地】　〒305-0817
　　　　　　　つくば市研究学園D12街区
　　　　　　　6画地D12　606号

 稲 　 葉 　 友 　 則 
いな ば とも のり

会
　
員
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　退会された会員　　　―　ご苦労さまでした   

　抹消届受理年月日　　　　会　員　名　　　　　　　　　事務所住所
　平成24年６月１日　　　八木岡　幸　雄　　　310-0902　水戸市渡里町3090-2
　平成24年６月13日　　　中　村　慎　一　　　305-0047　つくば市千現1-18-5
　平成24年６月18日　　　斎　藤　　　之　　　313-0135　常陸太田市小島町668-2
　平成24年６月18日　　　大　森　廣　幸　　　319-1541　北茨城市磯原町磯原3-52
　平成24年６月25日　　　住　谷　伸　之　　　312-0003　ひたちなか市足崎1512-20

　変更届　      

　　　受理年月日　　　　　　会　員　名　　　旧住所・旧事務所住所・　　　新住所・新事務所住所・
    　　　　旧電話番号     新電話番号

　平成24年５月28日　　　岡　野　和　枝　　TEL 029-804-0522  　TEL 029-824-4968
　平成24年６月26日　　　渡　辺　　　隆　　自宅・事務所ともに変更
    　　　　〒316-0013
    　　　　日立市千石町4-7-11 　　　　　日立市助川町1-17-19
        　 富士ビル302号
    　　　　TEL 0294-88-0411  　TEL 0294-33-7182
　平成24年６月27日　　　岡　野　隆　男　　〒302-0115　　　　　　　　　〒302-0115　
    　　　　守谷市大字守谷甲2147-5　　　守谷市中央二丁目14-1 
　平成24年７月３日　　　間　中　綾　子　　TEL 0297-34-1527　　　　　　TEL 080-3155-4028

　補助者の動静     

　　届出受理年月日　　　　　会　員　名　　　　　補　助　者　名　　　　　　　　事務所住所

　平成24年５月22日　　　笹　沼　輝　美　　　佐　藤　百合子　　　常陸大宮市下町216番地3
　平成24年５月28日　　　國　井　　　豊　　　伊　東　　　豊　　　東茨城郡大洗町東光台2-6
　平成24年６月４日　　　瀬　戸　安　市　　　瀬　戸　裕　崇　　　鹿嶋市志崎210番地33
　平成24年６月20日　　　久下沼　智　子　　　河　野　孝　行　　　常陸大宮市下町1493
　平成24年６月18日　　　石　井　　　徹　　　池　田　　　大　　　龍ヶ崎市佐貫3-11-5
       　　　アセット・アルファ・ビル１階
　平成24年６月23日　　　島　田　喜　弘　　　島　田　栄　子　　　水戸市栄町2丁目3番4号
　平成24年７月１日　　　飯　村　修　一　　　堀　越　かなえ　　　土浦市手野町4339-2

　　廃止受理年月日　　　　　会　員　名　　　　　補　助　者　名　　　　　　　　事務所住所

　平成24年６月22日　　　渡　辺　　　隆　　　松　本　由　美　　　日立市千石町4-7-１１

会
　
員
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　家族の動静    

　　　年月日　　　　　　　　会　員　名　　　　　　　家族 　　　　事務所住所

　平成24年５月　　間　中　　　宏 　　　　　　　実父（死亡）　　　岩井市岩井2953-3
　平成24年５月　　牧　内　京　子（旧姓川端）　　実母（死亡）　　　つくば市牧園2-5
　平成24年６月　　明　間　秀　夫　　　　　　　　父　　（死亡）　　　つくば市谷田部4774-20
　平成24年７月　　来　栖　展　行　　　　　　　　養父（死亡）　　　土浦市藤沢１３１０

平成24年６月30日現在会員数

県南支部　　　　375 名

水戸支部 　　　　259 名

県西支部 　　　　250 名

県北支部 　　　　110 名

　鹿行支部　　　　  80 名　

合　　計　　　 1,074 名

会
　
員

本会会則第９１条第１項の規定により、下記のとおり会員の処分を行いました。

氏　　　　名：石橋　輝美
登　　録　　番　　号：第９７１１５７３７号
所　属　単　位　会：茨城県行政書士会　
住　　　　所：取手市宮和田５３１番地－２－１３０９
事務所所在地：取手市宮和田５３１番地－２－１３０９
処　分　年　月　日：平成２４年７月１２日　
処　分　の　内　容：廃業の勧告　
処　分　の　理　由：
　　当該会員は、平成22年頃、依頼人から遺言書を巡り、遺留分減殺請求のための内容証明書の作成及
び遺留分減殺請求の調停申立書作成の依頼を受け、　その報酬を受領したうえで、調停申立書を作成
し裁判所へ提出したものの、　内容証明書は作成せず、送付もしていない。
　　当該会員のこの行為は、行政書士法第１条の２及び同法第１０条並びに茨　城県行政書士会会則第
６６条第１項の規定に違反しており、茨城県行政書士　会会則第９１条第１項の処分事由に該当するた
め。

 茨城県行政書士会会則に基づく会員処分
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８日　４月度登録証交付式（開発公社ビル３
Ｆ小会議室２）

９日　第２回綱紀委員会（本会事務局）
１５日　第１回広報・監察部会（本会事務局）
１８日　新公益法人PT顧問・委員長会議（本会

事務局）
　　　第１８回新公益法人制度PT全体会（ふれ

あいセンターよしの）
１９日　茨城司法書士会定時総会(茨城県開発

公社ビル)
２１日　埼玉会総会（浦和ロイヤルパインズホ

テル４階）
２２日　廃棄物適正処理懇談会（ホテルレイク

ビュー水戸）
　　　新潟会総会（ホテル日航新潟）
２３日　第１回議事運営委員会（茨城県開発公

社ビル３Ｆ小会議室２）
２４日　第２回正副会長・部長会議（茨城県開

発公社ビル３Ｆ中会議室１）
　　　第２回常任幹事会（本会事務局）
　　　第２回国土農地部会（本会事務局）
　　　水戸支部NHK出演
　　　茨城土地家屋調査士会定時総会懇親会

（ホテルレイクビュー水戸）
　　　神奈川会総会（神奈川県民ホール）
　　　静岡会総会（グランドホテル浜松）
２５日　第２回広報・監察部会（本会事務局）
２６日　千葉会総会（オークラ千葉ホテル）
２８日　平成２４年度定時総会・定期大会（茨城

県開発公社ビル３Ｆ大会議室）
　　　第１回運輸交通部会（本会事務局）
２９日　５月度登録証交付式（茨城県開発公社

ビル3Ｆ小会議室２）
　　　群馬会総会（前橋商工会議所会館）
３１日　第１回新公益法人制度個別相談会（茨

城県開発公社ビル３Ｆ中会議室２）

７日　平成２４年度第１回関地協会長会（東京都
行政書士会合同相談センター）

１２日　新たな在留管理制度に関する実務研修会
（シェーンバッハ・サボー）

　　　第１回正副会長会（本会事務局）
１３日　茨城県社会保険労務士会総会（ホテルレ

イクビュー水戸）
１５日　第３回正副会長・部長会議（茨城県開発

公社ビル３Ｆ中会議室４）
　　　第３回常任幹事会（本会事務局）
１８日　新公益法人PT顧問・委員長会議（本会事

務局）
　　　新公益法人ＰT全体会（茨城県開発公社

ビル3Ｆ中会議室2）
　　　第２回運輸交通部会（本会事務局）
２１日　日行連定時総会（福井県：フェニックス・

プラザ）　～２２日まで
　　　茨城県自販店協会との打合せ（水戸市内）
　　　民主党茨城県連「ご意見・ご要望を聴く

会」（民主党茨城県連）
２２日　第２回暴力団等排除総会対策委員会（本

会事務局）
　　　平成２４年度茨城県自由業団体連絡協議会

（司法書士会館）
　　　日政連定期大会（福井県：フェニックス・

プラザ）
２５日　第３回国土農地部会（本会事務局）
２６日　第１回市民法務部会（本会事務局）
　　　第２回新公益法人制度個別相談会（茨城

県開発公社ビル３Ｆ中会議室４）
２７日　第３回広報・監察部会（本会事務局）
　　　第２回建設部会（本会事務局）
２８日　運輸交通部第１回実務研修会及び貨物自

動車運送事業実務者養成研修説明会（茨
城県開発公社ビル３Ｆ小会議室２）

２９日　第２回理事会・第２回幹事会（茨城県開
発公社ビル３Ｆ中会議室３）

　　　暴力追放茨城県民大会（つくば国際会議
場）

５月 ６月

本会活動報告

本
会
活
動
報
告
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事務局より

　「届出済証明書」の有効期限満了月の３ヶ月前より前月２０日までに必要書類を添えて、茨城県行政書
士会事務局に提出して下さい。
　「届出済証明書」の更新には、必ず１回以上、日本行政書士会連合会主催の「入管実務研修会」と、
茨城会主催の申請取次行政書士研修会を受講することが必要です。
　なお、有効期限切れの証明書は入管に返還となりますので、事務局までご返却下さい。

※日行連主催の「入管実務研修会」の日程は「日本行政」に掲載されています。また茨城県行政書士
会のホームページ→会員専用ページ→国際部→「平成24年度申請取次関係研修会の開催について」
へも掲載しておりますので、証明書の有効期限にご注意下さい。
※有効期限平成２４年９月末の方は、８月２０日までにお申し込み下さい。
※茨城県行政書士会への申請手数料は新規・更新ともに５,０００円です。

 申請取次業務における「届出済証明書」の更新届出手続について  

申請〆切有効期限
５月21日（月）６月末
６月20日（水）７月末
７月20日（金）８月末

8 1  8 31  9 30  
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【行政茨城の表紙をあなたの写真で飾ってみませんか？】

応募要領
　１．題　材
　茨城県にちなんだものなら何でも可。ただし公序良俗に反するもの、著作権のあるものは不可。皆
さんご自身が撮影されたものに限る。

　２．媒　体
　　デジタルカメラによるデータに限る。スマホ、携帯電話等のカメラでも可。
　　画像サイズは、VGAサイズでは引き伸ばした時にギザギザが出てしまうので大きめが望ましい。
３．締　切
　　　とくになし
４．ご応募の際は、下記必要事項をメールにご記入のうえ、画像データをメールに添付して下記メール
アドレスへ送付ください。
　　・題名
　　・応募者氏名
　　・連絡先住所、電話番号
　　・写真に対するコメント（２、３行でお願いします。）

　　送付先　staff@ibaraki-gyosei.or.jp
　　　　　　※応募はメールのみとします。

　　　応募者多数の場合は選考させていただきます。

　５．採用された方には、薄謝としまして「ユキマサ君ピンバッジ」を差し上げます。

あ と が き
　この号が届くころは夏真っ盛り、毎日暑い日が続いているかと思います。会員の皆様には、お体ご
自愛ください。
　さて、今月号から体裁を変えてみました。少しは読みやすくなったでしょうか。これからも実のあ
る紙面作りを目指してまいります。
　また表紙写真も引き続き募集しております。今月号はたまたま北茨城市より、五浦六角堂の写真を
いただきましたのでこちらを優先させていただきました。
　昨年の東日本大震災で流失してしまった六角堂でしたが、さまざまな方のご尽力により今年春、再
建されました。私もゴールデンウィークに行ってきました。茨城が日本に誇る美術の殿堂です。天心
記念五浦美術館と合わせて訪れるとよいかと思います。
　そんなわけで、会員の皆様の写真もご応募お待ちしております。

（広報・監察部　石井　徹）






